
  

総 務 企 画 常 任 委 員 会 

 

１．日  時  平成 30年３月 13日（火） 

         午後２時 31分 開会     午後４時 00分 閉会 

 

２．場  所  第２委員会室 

 

３．出席委員  新田寛之委員長、木下裕介副委員長、梅田利和委員、川崎順次委員、 

北出隆一委員、杉林憲治委員、灰田昌典委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員会の議題 

≪消防本部≫ 

＜総務課＞ 

 議案第27号 小松市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

＜予防課＞ 

【報告事項】 ・春季火災予防運動について 

 

≪総合政策部≫ 

＜公立大学設立準備室＞ 

議案第41号 公立大学法人公立小松大学中期目標について 

【報告事項】 ・一般入試の実施結果等について 

＜経営政策課＞ 

議案第16号 小松市部設置条例の一部を改正する条例について 

【報告事項】 ・金沢工業大学との連携に関する包括協定の締結について 

＜人事育成課＞ 

議案第18号 小松市職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第19号 小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

＜財政課＞ 

 議案第43号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

≪行政管理部≫ 

＜総務課＞ 

議案第17号 小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例について 

 



  

＜防災安全センター＞ 

【報告事項】 ・手取川濁水について 

＜管財課＞ 

報告第１号 専決処分の報告について中 

      専決第８号 損害賠償の額を定めることについて 

＜飛行場課＞ 

 議案第28号 小松市有線ラジオ放送施設の設置等に関する条例を廃止する条例について 

＜税務課＞ 

報告第１号 専決処分の報告について中 

       専決第６号 小松市税条例の一部を改正する条例 

 【報告事項】 ・中小企業の設備投資に係る新たな固定資産税の特例について 

 

≪上下水道局≫ 

＜料金業務課＞ 

議案第38号 小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

６．委員長報告の要旨 

■議案第 43号 公立大学法人公立小松大学中間目標について 

 ４月１日に公立大学法人公立小松大学を設立することに伴い、法人が設立後６年間において達成

すべき業務運営に関する目標を定めるとのことであります。また、法人は、４月１日に中期目標の

提示を受け、中期目標を作成するとのことであります。 

公立小松大学については、一般入試Ａ日程の実施結果及びＢ日程の実施状況の報告がありました。

４月３日の開学式・入学式に向けて、準備を進め、魅力ある大学となることを期待するものです。 

 

■議案第 16号 小松市部設置条例の一部を改正する条例について 

戦略的・効率的な組織体制に強化し、全市を挙げて国際都市こまつを推進するため、現在の 11

部局 46課室等を 10部局 40課等とし、「経済観光文化部」「環境共生部」「ふるさと共創部」「市民福

祉部」を「にぎわい交流部」「産業未来部」「市民共創部」に再編するものであります。 

部局の再編により、市民サービスに繋がることと期待するものではありますが、課や所管が変更と

なる部署がありますので、市民に分かりやすい案内表示など、担当部署の周知に努めるよう求めま

した。 

 


